
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

応札・応募者
数

総合無線局監理システム ロボ
ティクス・プロセス・オート
メーション・アプリケーション
用コンピュータ機器の借入れ
（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）アイティフォー
東京都千代田区一番町２１

3010001022865

　本件は、総合無線局監理システムの利便性向上を目的として導入して
いるロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーション
（以下、「RPA」という。）用のコンピュータ機器及びソフトウェアに
ついて、現在稼働しているRPA用のコンピュータ機器及びソフトウェア
について令和８年度も継続して借り入れるものである。現行業者以外か
ら調達した場合、現在の機器との互換性が確保できず、総合無線局監理
システムのサービス提供に著しい支障が生じるおそれがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

18,761,600 18,761,600 100.0%

ＮＨＫ放送受信契約
東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本放送協会
東京都渋谷区神南２丁目２番１号

8011005000968
本件は、法令の規定（放送法）により、契約の相手が一に定められてい
るため、随意契約を行うもの。
会計法第29条の３第４項

2,125,435 2,125,435 100.0%

新聞の調達
東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
丸の内新聞（株）
東京都中央区日本橋本石町４－３－１
１

1010005001594

新聞の納入者は、地区ごとに決められており、総務省（中央合同庁舎第
２号館及び永田町合同庁舎）の場合、丸の内新聞株式会社以外には新聞
納入契約を締結できないため
予決令第１０２条の４第３号

19,813,920 19,813,920 100.0%

令和８年度総務省図書館情報管
理システムに係るソフトウェア
及び周辺機器一式の借入並びに
運用支援・保守

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東京センチュリー（株）
東京都千代田区神田練塀町３

6010401015821

　総務省図書館情報管理システムに係るソフトウェア及び周辺機器一式
の借入並びに運用支援・保守について、履行可能な事業者を公募した結
果、現行事業者以外に応募者がなかったため。
会計法第29条の３第５項・予決令第１０２条の４第３号

3,471,072 3,471,072 100.0%

公益法人の場合
備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数
法人番号

様式２－４



加除式図書追録（株式会社ぎょ
うせい刊行分）の購入

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ぎょうせい
東京都江東区新木場１－１８－１１

1010001100425

本件は、契約の相手方が顧客に対し直接販売する体制を採っているた
め、出版元である契約の相手方以外から調達することが不可能であり、
競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

12,037,190 12,037,190 100.0%

令和８年度　電波監視車両（小
型監視車等）の継続借入

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
三菱電機フィナンシャルソリューショ
ンズ（株）
京都品川区大崎１－６－３

6010701009572

　本件は、令和元年度以降に借入れを行い令和７年度までに借入れの期
間が終了する電波監視車両について、業務上不可欠なため、令和８年度
も借入れを行うものである。
　借入れに当たって、現行契約の相手方である三菱電機フィナンシャル
ソリューションズ株式会社以外の者と契約した場合は、既存の電波監視
機器と電波監視車両に架装された専用設備との正確な接続・調整が行え
ず、電波到来方向の測定ができなくなり、当該電波監視機器の使用に著
しい支障が生じるおそれがある。このため、三菱電機フィナンシャルソ
リューションズ株式会社と随意契約を締結する必要がある。
予決令第１０２条の４第３号

8,360,880 8,360,880 100.0%

歯科医療事務システムの賃貸借
等

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東京センチュリー（株）
東京都千代田区神田練塀町３

6010401015821

本件について、複数業者に履行可能かヒアリングを行ったところ、１者
のみの回答を得た。そのため、公募を実施したところ１者のみ履行証明
書の提出があり、審査の結果履行可能と認められるため、当該１者との
随意契約とする。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

6,986,760 6,986,760 100.0%

令和８年度普通自動車の賃貸借
（再リース２年）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）トヨタレンタリース神奈川
神奈川県横浜市神奈川区栄町７－１

6020001023868

平成27年度一般競争入札によって落札した事業者から、継続して同じ車
両の借入れ契約を行うことにより、新規に借り入れを行うより費用削減
が見込まれるため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第４号ロ

7,101,600 7,101,600 100.0%

令和８年度普通自動車の賃貸借
（再リース４年）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
三菱オートリース（株）
東京都港区芝５－３３－１１

2010401028728

平成29年度及び平成31年度一般競争入札によって落札した事業者から、
継続して同じ車両の借入れ契約を行うことで新規に借り入れを行うより
も、費用の削減が見込まれるから。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第４号ロ

8,421,600 8,421,600 100.0%



ＬＡＮ複合機等の保守（本省・
外部拠点）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（株）
東京都江東区豊洲２－２－１

1011101015050

本件については、保守対象となる富士ゼロックス製のLAN複合機等502
台を複数の拠点において配備・使用しており、これら全ての機器に対し
て遺漏なく保守業務を提供できうるのは、機器の製造元である同社しか
存在しないため、同社との随意契約を締結するものである
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

108,540,485 108,540,485 100.0%

ＬＡＮ複合機等の保守（地方支
分部局分）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
リコージャパン（株）
東京都港区芝浦３－４－１ グランパー
クタワー田町

1010001110829

　本件調達は、保守対象となるリコー製のLAN複合機等470台を複数の
拠点において配備・使用している。これら全ての機器に対して遺漏なく
保守業務を提供できうるのは、機器の製造元である同社しか存在しない
ため、同社との随意契約を締結するものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

44,175,589 44,175,589 100.0%

令和８年度　遠隔方位測定設備
不法無線局探索車Ⅴ型の継続借
入

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
NECキャピタルソリューション（株）
東京都港区港南二丁目１５番３号

8010401021784

　本件は、平成28年度以降に借入れを行い令和７年度までに借入れの期
間が終了する遠隔方位測定設備不法無線局探索車について、業務上不可
欠なため、令和８年度も借入れを行うものである。
　借入れに当たっては、現行の借入者から変更する場合、新たな車両の
選定、準備、電波監視機器の搭載のための改造、既存車両の廃棄が必要
となり、現行の借入者と継続して契約する場合と比べて、そのための期
間が必要となるほか、著しく高額となる。このため、予算執行上効率的
であることから、現行契約の相手方であるNECキャピタルソリューショ
ン株式会社と随意契約を締結する必要がある。
予決令第１０２条の４第３号

162,244,808 162,244,808 100.0%

令和８年度　電波監視車両（小
型監視車、総合監視車等）の継
続借入

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
NECキャピタルソリューション（株）
東京都港区港南二丁目１５番３号

8010401021784

　本件は、平成28年度以降に借入れを行い令和７年度までに借入れの期
間が終了する電波監視車両について、業務上不可欠なため、令和８年度
も借入れを行うものである。
　借入れに当たって、現行契約の相手方であるNECキャピタルソリュー
ション株式会社以外の者と契約した場合は、既存の電波監視機器と電波
監視車両に架装された専用設備との正確な接続・調整が行えず、電波到
来方向の測定ができなくなり、当該電波監視機器の使用に著しい支障が
生じるおそれがある。このため、NECキャピタルソリューション株式会
社と随意契約を締結する必要がある。
予決令第１０２条の４第３号

58,380,784 58,380,784 100.0%

総合無線局監理システム　コン
ピュータ機器（H29-R3年度契約
番号6721-2102、R5-R6年度契
約番号6324-0019及び6324-
0011）の再借入れ（令和８年
度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本アイ・ビー・エム（株）
東京都港区虎ノ門２－６－１

1010001128061

　本件は、総合無線局監理システムの安定的な運用のために、平成29年
度から申請業務等において利用している機器を継続して借り入れるもの
である。本件で借り入れる機器は、綿密な検証ののち総合無線局監理シ
ステムの安定的運用を保証するために導入された唯一のシステムである
ため、現行業者以外から調達した場合、現在の機器との互換性が確保で
きず、総合無線局監理システムのサービス提供に著しい支障が生じるお
それがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

1,238,466,240 1,238,466,240 100.0%



総合無線局監理システム　コン
ピュータ機器（R1-R5年度、契
約番号6923-2106）の再借入れ
（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本アイ・ビー・エム（株）
東京都港区虎ノ門２－６－１

1010001128061

　本件は、総合無線局監理システムの安定的な運用のために、令和元年
度から主に職員向けに利用している機器を継続して借り入れるものであ
る。本件で借り入れる機器は、綿密な検証ののち総合無線局監理システ
ムの安定的運用を保証するために導入された唯一のシステムであるた
め、現行業者以外から調達した場合、現在の機器との互換性が確保でき
ず、総合無線局監理システムのサービス提供に著しい支障が生じるおそ
れがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

1,884,804,240 1,884,804,240 100.0%

総合無線局監理システム　本
省・地方局NW機器(H28-R2年
度、契約番号6620－2109)の再
借入れ（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本アイ・ビー・エム（株）
東京都港区虎ノ門２－６－１

1010001128061

　本件は、総合無線局監理システムの安定的な運用のために、現在使用
しているネットワーク機器を継続して借り入れるものである。本件で借
り入れる機器は、綿密な検証ののち総合無線局監理システムの安定的運
用を保証するために導入された唯一のシステムであるため、現行業者以
外から調達した場合、現在の機器との互換性が確保できず、総合無線局
監理システムのサービス提供に著しい支障が生じるおそれがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

56,251,800 56,251,800 100.0%

総合無線局監理システム　電波
の発射状況調査連携に係るコン
ピュータ等機器（R1-R5年度、
契約番号6923-2111）の再借入
れ（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本アイ・ビー・エム（株）
東京都港区虎ノ門２－６－１

1010001128061

　本件は、総合無線局監理システムの安定的な運用のために、令和元年
度から電波の発射状況調査連携において利用している機器を継続して借
り入れるものである。本件で借り入れる機器は、綿密な検証ののち総合
無線局監理システムの安定的運用を保証するために導入された唯一のシ
ステムであるため、現行業者以外から調達した場合、現在の機器との互
換性が確保できず、総合無線局監理システムのサービス提供に著しい支
障が生じるおそれがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

219,424,920 219,424,920 100.0%

総合無線局監理システム　コン
ピュータ機器（R4-R6年度、契
約番号6224-0017）の再借入れ
（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日鉄ソリューションズ（株）
東京都港区虎ノ門１－１７－１

9010001045803

　本件は、総合無線局監理システムの安定的な運用のために、令和４年
度から主に監視機器として利用している機器を継続して借り入れるもの
である。本件で借り入れる機器は、綿密な検証ののち総合無線局監理シ
ステムの安定的運用を保証するために導入された唯一のシステムである
ため、現行業者以外から調達した場合、現在の機器との互換性が確保で
きず、総合無線局監理システムのサービス提供に著しい支障が生じるお
それがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

38,374,875 38,374,875 100.0%

総合無線局監理システム　総務
省LAN機器（R2-R6年度、契約
番号9024-0030）の再借入れ
（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内３－４－１

2010001033475

　　大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室にて契約して
いる総務省LANのネットワーク機器について、令和７年３月31日にて借
入期間が終了した。当該機器の一部を総合無線局監理システムのGSS
ネットワーク接続機器として利用するため、これらを令和７年度より継
続して借り入れており令和８年度においても継続するものである。その
ため、現行業者以外から調達した場合、現在の機器との互換性が確保で
きず、総合無線局監理システムのサービス提供に著しい支障が生じるお
それがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

29,769,432 29,769,432 100.0%



LAN複合機等の再借入れ（地方
支分部局分）（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
リコージャパン（株）
東京都港区芝浦３－４－１　グラン
パークタワー田町

1010001110829

　本件は、大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室にて契
約している総務省LAN複合機について、令和８年２月28日にて借入期間
が終了する。当該機器の一部を総合無線局監理システムの複合機として
現行どおり利用できるように、これらを令和８年３月以降も継続して借
り入れるものである。そのため、現行業者以外から調達した場合、現在
の機器との互換性が確保できず、総合無線局監理システムのサービス提
供に著しい支障が生じるおそれがある。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

37,659,356 37,659,356 100.0%

統計調査データの取得及び利用
に係るライセンス購入

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
スタティスタ・ジャパン（株）
東京都港区六本木２－３－２

8011001135512

スタティスタ・ジャパン株式会社のみが提供している統計調査データ
を、情報通信白書に掲載する必要があり、当該業者以外との契約では対
応できないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

2,005,877 2,005,877 100.0%

電気通信行政情報システムの運
用・保守業務の引継ぎ作業請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

7010401022916

本件は、現行の電気通信行政情報システムの運用保守を引き継ぐために
現行の運用保守に関する各種情報を入手するものであり、現行の運用保
守事業者以外から当該情報を入手できないため、随意契約とする。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

9,150,680 9,150,680 100.0%

放送コンテンツ製作取引におけ
る個別具体的な問題に関する法
律相談等の請負（九重桜）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
九重桜法律事務所
東京都千代田区九段北４－１－５

―

　放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な法律相談は、その性
格上専門的な知識が要求されるものであり、民商法や刑法などの一般法
のほか、取適法、独占禁止法、フリーランス・事業者間取引適正化等
法、著作権法、受託中小企業振興法、放送法等その他の関係法令に精通
し、上記法令に関する法律相談を行い豊富な知識と経験を備えている必
要があり価格競争になじまないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

3,709,310 3,709,310 100.0%

放送コンテンツ製作取引におけ
る個別具体的な問題に関する法
律相談等の請負（横浜パート
ナー）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（弁）横浜パートナー法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通７番地

5020005006580

　放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な法律相談は、その性
格上専門的な知識が要求されるものであり、民商法や刑法などの一般法
のほか、取適法、独占禁止法、フリーランス・事業者間取引適正化等
法、著作権法、受託中小企業振興法、放送法等その他の関係法令に精通
し、上記法令に関する法律相談を行い豊富な知識と経験を備えている必
要があり価格競争になじまないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

3,709,310 3,709,310 100.0%

令和８年度における現行法令電
子版の利用

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ぎょうせい
東京都中央区銀座７－４－１２

1010001100425

調達手続のより一層の適切性確保の観点から履行可能な社を公募し、審
査の上選定することとしたところ、応募業者が株式会社ぎょうせい1社し
かなく、履行証明書の審査においても同社が合格したため、随意契約を
締結するものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

6,246,240 6,246,240 100.0%

地方公共団体、防災関係機関等
を結ぶ衛星通信ネットワークの
利用に係る請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（一財）自治体衛星通信機構
東京都千代田区平河町２－６－３

6010405000282

履行可能な事業者を公募した結果、１者から履行証明書の提出があっ
た。審査の結果、履行可能と認められるため、当該事業者と随意契約を
行うもの。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

6,751,542 6,751,542 100.0%

令和８年度の任期付職員の採用
に向けた採用活動の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
Ｐｏｌｅ＆Ｌｉｎｅ（同）
東京都渋谷区恵比寿西１－４－２

7011003005763
訴求力に優れた企画案を選ぶ必要があり、契約の性質が企画力を競うも
のであるため、企画競争を実施し、選定した業者と契約するため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

5,973,000 5,973,000 100.0%

「令和８年情報通信に関する現
状報告」の版下作成等の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日経印刷（株）
東京都千代田区飯田橋２－１５－５

7010001025732

　本件は、我が国の情報通信の現状や情報通信政策の動向について、広
く一般に周知し、理解と協力を得ることを目的としており、その実施に
当たっては、①誰にでも見やすくわかりやすいデザイン、レイアウト、
配色等が求められること、②容易に理解できる内容や表現方法が求めら
れること、等の要件が必要であり、価格競争になじまないため、公募に
よる企画競争で選定した業者と契約することとした。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

8,800,000 8,800,000 100.0%

地方税電子申告サービスに係る
総合行政ネットワークの利用

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

LGWAN-ASPが提供するサービスを利用するためには、総合行政ネット
ワークを通信回線として利用する必要があり、総合行政ネットワークを
提供しているのは同機構のため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

10,452,513 10,452,513 100.0%

放送用電波伝搬シミュレータに
係る保守業務（令和8年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３８－１３

7011201001655

本件は、令和４年度及び令和５年度に調達・整備した放送用電波伝搬シ
ミュレータに対する保守業務であり、当該シミュレータの開発・製造事
業者でしか保守業務を実施することができず、契約の相手方とすべき者
が一に限られているものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

13,750,000 13,750,000 100.0%



令和8年度ＭＰＮ共通ソフトウェ
アの保守契約

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ＮＴＴデータ
東京都江東区豊洲３－３－３

9010601021385

　本件について、複数業者に履行可能かヒアリングを行ったところ、1
者のみから履行可能との回答を得た。
　そこで公募を実施したところ、1者のみから履行証明書の提出があ
り、審査の結果、履行可能と認められるため、当該1者との随意契約と
する。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

1,254,000 1,254,000 100.0%

令和８年度 遠隔リモート型電波
監視装置の保守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）エーオーアール
東京都台東区三筋２－６－４

6010501001754

　本請負は、特別電波監視業務のために購入した「遠隔リモート型電波
監視装置」について、平時の電波監視業務に使用するための保守業務等
を請け負わすものである。
　当該装置は、株式会社エーオーアールが総務省が実施する電波監視業
務用に開発した特注品であり、当該装置の保守においては、その機器構
成や内蔵ソフトウェア等について熟知していることが必須である。
　したがって、当該装置の開発メーカーである株式会社エーオーアール
のみが当該装置の保守が可能であり、同社以外には実施不可能なことか
ら、同社と随意契約を行うものである。
　なお、本件調達に当たっては、より一層の透明性と競争性を確保する
ため、事前に対応可能な者を公募しているが、応募者は株式会社エー
オーアールのみであった。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

7,458,440 7,458,440 100.0%

令和８年度　Ku帯非静止衛星監
視試験設備の保守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）三技協
神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前
４５０９

7020001008686

本件は、総務省がメガコンステレーション衛星の監視手法等を研究する
ため、関東総合通信局三浦電波監視センターに整備しているKu帯非静止
衛星監視試験設備の運用を図る上で、必要不可欠な保守統括業務や定期
点検業務等を、外部に請け負わせるものである。本試験設備は、電波監
視用の受信・分析機能を有する特殊な専用試験設備であるため、本請負
に当たっては、そのシステム構成及び運用について知見を有することが
必須となっている。
　このため、Ku帯非静止衛星監視試験設備を製造した株式会社三技協以
外は対応不可能であり、他に合理的な代替サービスがないことから、同
社と随意契約を締結する必要がある。
　なお、本件調達に当たっては、より一層の透明性と競争性を確保する
ため、事前に対応可能な者を公募しているが、応募者は株式会社三技協
のみであった。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

9,020,000 9,020,000 100.0%

令和８年度　短波監査装置の保
守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＪＲＣＳ（株）
山口県下関市東大和町１－２－１４

5250001006140

　本件請負は、総務省が主に短波帯の周波数を電波監視するため、関
東、信越、東海、近畿及び中国総合通信局に整備している短波監査装置
の保守を請け負わすものである。本装置は、電波監視用の受信・分析機
能を有する特殊な専用設備であるため、本請負に当たっては、そのシス
テム構成及び運用について知見を有することが必須となっている。
　このため、短波監査装置を製造し、また、これまで保守業務を請け
負ってきたJRCS株式会社以外は対応不可能であり、他に合理的な代替
サービスがないことから、同社と随意契約を締結する必要がある。
　なお、本件調達に当たっては、より一層の透明性と競争性を確保する
ため、事前に対応可能な者を公募しているが、応募者はJRCS株式会社の
みであった。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

6,342,600 6,342,600 100.0%

災害情報自動集約ネットワーク
システム（DaaS-Net）のサービ
ス提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上小田中４ー
１ー１

1020001071491

総務省では、緊急事態発生時に迅速・確実に情報を集約するため、「災
害情報自動集約ネットワーク」を令和３年１１月より運用している。当
該ネットワークの提供が可能な業者を募集する旨の公募を行ったとこ
ろ、当該事業者のみが応募業者であり、審査の結果、当方の提示する履
行条件に適合していることが認められたため。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

10,529,717 10,529,717 100.0%

ローマ字変換候補のプルダウン
表示に係る整備に関する業務委
託

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

令和５年番号法等改正法の４号施行日（令和８年５月26日）以降、ロー
マ字表記の記載を希望する者の有するマイナンバーカードに対し、市町
村職員が統合端末を用いてローマ字表記を記載・記録することについ
て、自治体職員の事務手続き上の便宜を図る観点から、表記可能なロー
マ字綴り（ヘボン式）の選択肢をプルダウンで表示することを可能とす
るため、住民基本台帳ネットワークシステム等の地方公共団体情報シス
テム機構が運営する既存のシステムの改修等の必要な基盤整備を行う
が、当該事業を行うことができるのは、地方公共団体情報システム機構
のみであるため。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

19,860,000 19,860,000 100.0%



令和８年度地方公務員の過労死
等に係る公務災害認定事案等に
関する調査研究事業の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.21
（独）労働者健康安全機構
神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－
１

7020005008492

本件は、令和6年度8月2日に閣議決定された「過労死等の防止のための
対策に関する大綱」に基づき実施するものであり、大綱には独立行政法
人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において公務災害認定事
案を継続的に収集・集約し、その分析を行う旨が明示されているため、
当該法人との随意契約を行う必要があるものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

8,372,953 8,372,953 100.0%

令和８年度静止衛星監視設備(三
浦局)の保守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都港区芝浦３－９－１４

6010001135680

　本件は、総務省が電波監視用として関東総合通信局三浦電波監視セン
ター及び茨城県常陸大宮市に整備している宇宙電波監視施設の保守を請
け負わすものである。
　上記設備は、電波到来方向を探知・分析する機能を有しており、我が
国の電波監視を行うための特殊な専用設備であるため、本請負に当たっ
ては、そのシステム構成及び運用について知見を有することが必須であ
り、これら設備等を構築しているNECネッツエスアイ株式会社以外が調
達する場合は、互換性が損なわれ保守業務に著しい支障を生ずる恐れが
あることから、同社と随意契約を締結するものである。
政府調達に関する協定を改正する議定書　第13 条（限定入札）（ｃ）
（ⅰ）互換性]

158,037,000 158,037,000 100.0%

令和８年度　静止衛星監視設備
（常陸大宮局）の保守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
スカパーＪＳＡＴ（株）
東京都港区赤坂１－８－１

7010401072259

　本件は、総務省が電波監視用として関東総合通信局三浦電波監視セン
ター及び茨城県常陸大宮市に整備している宇宙電波監視施設の保守を請
け負わすものである。
　上記設備は、電波到来方向を探知・分析する機能を有しており、我が
国の電波監視を行うための特殊な専用設備であるため、本請負に当たっ
ては、そのシステム構成及び運用について知見を有することが必須であ
り、これら設備等を製造したスカパーJSAT株式会社以外が調達した場合
は、互換性が損なわれ保守業務に著しい支障を生ずる恐れがあることか
ら、同社と随意契約を締結するものである。
政府調達に関する協定を改正する議定書　第13 条（限定入札）（ｃ）
（ⅰ）互換性

180,730,000 180,730,000 100.0%

遠隔方位測定設備電波監視業務
遂行関係機能の切替作業等の請
負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

7010401022916

　本件調達は、日本電気株式会社が構築した遠隔方位測定設備に対し、
総合無線局監理システム（PARTNER）の更改に対応できるよう、新構
成への切替作業等を実施するものである。
　本切替作業等では、現行設備と相互接続可能な試験環境を準備し、現
行設備の環境設定変更や動作検証を行うとともに、実際の連接作業、連
接作業の切り戻し（やり直し）等の一連作業を実行することが必須とな
る。
　このため、日本電気株式会社以外が実施した場合には、既存の設備と
の互換性の維持が困難になり、正確かつ確実な設定変更・調整や設備の
動作検証が行えず、電波監視業務に著しい支障が生じるおそれがあるこ
とから、同社と随意契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

64,900,000 64,900,000 100.0%

次期個人番号カード対応に伴う
証明書交付センターシステムの
改修に関する要件定義業務委託

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和７年６月13日閣議決定）等
を踏まえ、導入に向けた検討が進められている次期マイナンバーカード
の交付・運用を可能とするため、必要なサーバの構築やアプリケーショ
ンの開発、住民基本台帳ネットワークシステム等の地方公共団体情報シ
ステム機構が運営する既存のシステムの改修等の必要な基盤整備を行う
が、当該事業を行うことができるのは、地方公共団体情報システム機構
のみであるため。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

191,166,000 191,166,000 100.0%

次期マイナンバーカードのシス
テム整備に関する業務委託

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和５年６月９日閣議決定）等
を踏まえ、導入に向けた検討が進められている次期マイナンバーカード
の交付・運用を可能とするため、必要なサーバの構築やアプリケーショ
ンの開発、住民基本台帳ネットワークシステム等の地方公共団体情報シ
ステム機構が運営する既存のシステムの改修等の必要な基盤整備を行う
が、当該事業を行うことができるのは、地方公共団体情報システム機構
のみであるため。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

6,422,097,000 6,422,097,000 100.0%

第五次総合行政ネットワークの
ガバメントクラウド接続機能の
改修に係る業務委託

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

地方公共団体情報システム機構法及び地方公共団体情報システム機構定
款により総合行政ネットワークの更改を実施できる事業者は当該ネット
ワークの運営者である地方公共団体情報システム機構以外にいないため
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

195,800,000 195,800,000 100.0%



住所地外の自治体が発行する課
税証明書の交付を可能とする証
明書交付センターシステム等の
改修に関する要件定義業務委託

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

令和６年度分権提案での提案を踏まえ、コンビニ交付サービスに係る課
税証明書の交付対象を現住所地だけでなく、以前の住所地や事前申請し
た市区町村にも拡大し、広域での交付を可能にするため、必要なサーバ
の構築やアプリケーションの開発、地方公共団体情報システム機構が運
営する既存のシステムの改修等の必要な基盤整備を行うが、当該事業を
行うことができるのは、地方公共団体情報システム機構のみであるた
め。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

40,479,500 40,479,500 100.0%

地方版アタックサーフェスマネ
ジメント（ASM）システムの構
築・実証業務

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.30
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

地方公共団体情報システム機構法により地方版アタックサーフェスマネ
ジメント（ASM）システムの開発及び運用に加え、当該システムに関す
る地方公共団体への情報の提供、助言その他の支援を実施できる事業者
は、地方公共団体情報システム機構以外にいないため
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

440,365,999 440,365,999 100.0%

ＣＮＮｊ映像情報の提供
東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）日本ケーブルテレビジョン
東京都港区六本木１－１－１

6010401022487

　本契約については、株式会社日本ケーブルテレビジョンのみがＣＮＮ
ｊの映像サービスを提供しているので、同サービスを利用するために
は、同法人と契約を結ばなければならないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

3,960,000 3,960,000 100.0%

令和8年度iJAMP（行財政情報
サービス）の受信

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－８

7010001018703

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

33,700,920 33,700,920 100.0%

令和８年度一般乗用旅客自動車
運送の提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東京都個人タクシー協同組合
東京都中野区弥生町５－６－６

6011205000092

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

単価（認可料金）
単価（認可料

金）
―

令和８年度一般乗用旅客自動車
運送の提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町４－１５－１
１

1010001129530

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

単価（認可料金）
単価（認可料

金）
―

令和８年度一般乗用旅客自動車
運送の提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日個連東京都営業協同組合
東京都豊島区南大塚１－２－１２

2013305000538

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

単価（認可料金）
単価（認可料

金）
―

令和８年度一般乗用旅客自動車
運送の提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東京無線協同組合
東京都新宿区百人町２－１８－１２

3011105004428

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

単価（認可料金）
単価（認可料

金）
―

令和８年度一般乗用旅客自動車
運送の提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東都タクシー無線協同組合
東京都豊島区西池袋５－１３－１３

7013305000491

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

単価（認可料金）
単価（認可料

金）
―



令和８年度一般乗用旅客自動車
運送の提供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日の丸自動車（株）
東京都文京区後楽１－１－８

4010001006660

本件は、部外の講師や委員等を公務上送迎する場合や、深夜業務等のた
め通常用いる交通機関による帰宅が不可能となった場合等に利用するこ
とを目的とするものである。安定的な自動車運送の提供を受け、適正か
つ確実な実施を確保する必要があるため、公募により調達参加希望者を
募集した上、当方の提示する履行条件に適合した全ての者と契約を締結
するものであり、競争を許さないため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

単価（認可料金）
単価（認可料

金）
―

 電気通信役務の媒介等業務受託
者を対象とした届出制度に基づ
く販売代理店電子届出システム
の保守及び運用における支援業
務等の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＳＣＳＫ（株）
東京都江東区豊洲３－２－２０

8010001074167

　本件は、令和元年度に構築した「販売代理店電子届出システム」の保
守・運用支援業務等を請け負わせるものであり、本作業の際に稼働中の
現行システムに影響を与えた場合には、総務省における電気通信役務の
媒介等業務受託者を対象とした届出制度に関する行政事務の執行に多大
な支障を来すこととなる。
　このため、本件請負は、その目的及び性質を踏まえた上で、令和２年
度より本件請負を実施した者と契約した。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

35,391,576 35,391,576 100.0%

令和８年度　遠隔方位測定設備
（A）の保守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

7010401022916

　本件は、総務省が電波監視用として各総合通信局及び沖縄総合通信事
務所に整備している遠隔方位測定設備（日本電気株式会社製のものに限
る。）への保守業務と、当該設備による業務記録を蓄積し、有効活用す
る遠隔方位測定設備等統合化装置への保守及び運用支援を請け負わすも
のである。
　遠隔方位測定設備等は、電波到来方向を探知・分析する機能や電波監
視業務を支援する特殊な専用設備であるため、本請負に当たっては、そ
のシステム構成及び運用について知見を有することが必須のものであ
る。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

906,919,200 906,919,200 100.0%

令和８年度 遠隔方位測定設備
(B）、短波監視施設及び宇宙電
波監視施設の保守の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２－７－３

4010001008772

　本件は、総務省が電波監視用として各総合通信局及び沖縄総合通信事
務所に整備している遠隔方位測定設備センサ（三菱電機株式会社製のも
のに限る。）の保守と、北海道、関東、北陸及び九州の総合通信局並び
に沖縄総合通信事務所に整備している短波監視施設の保守（令和6年能
登半島地震により運用を一時停止している珠洲センサ局に関しては定期
点検保守業務の対象外としている）、関東総合通信局三浦電波監視セン
ターに整備している宇宙電波監視施設の保守を請け負わすものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

803,110,000 803,110,000 100.0%

地方交付税及び地方特例交付金
等の算定及び分析に係る請負業
務

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

3010005022218

　交付税及び特例交付金の算定事務は、年度当初から極めて短い期間内
に全地方公共団体の交付税等額の算定を迅速かつ正確に行う必要があ
り、その電算処理についても、単純な計算作業だけでなく、迅速な判断
や臨機応変な対応が求められ、専門的知識と常時対応可能な処理体制が
確保されなければ、契約の目的が達せられない。
　本件業務の調達に当たり、当算定システムを開発し、これまで改修を
行ってきた地方公共団体情報システム機構以外から調達した場合には、
互換性について著しい支障が生じる可能性があること、平成19年度以
降、公募方式の導入や一般競争入札の試行的実施等により、競争性の高
い事業者の選定を目指したが、結果的に地方公共団体情報システム機構
のみの応札が続いたことから、地方公共団体情報システム機構と随意契
約を行うもの。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

204,914,000 204,914,000 100.0%

地方財政決算情報管理システム
アプリケーション保守業務及び
プログラム改修の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６－６

7010001008844

　本件業務の遂行に当たっては、当システムのハードウェア、パッケー
ジソフトの内容に熟知しているとともに、必要に応じてプログラムソー
スの改修を行うことが求められるため、当システムの開発を行い保守業
務の実績があり、プログラムソースの改修を行うことができる者を中心
とした保守・改修体制を構築することが必要である。そのため、本件業
務の調達にあたっては、当システムを開発し、これまで改修・保守を
行ってきた株式会社日立製作所以外から調達した場合には、互換性につ
いて著しい支障が生じることから、株式会社日立製作所と随意契約を行
うもの。
会計法第29条の３第４項、予算決算及び会計令第102条の４第３号

217,051,714 217,051,714 100.0%

電波利用料徴収におけるマルチ
バンクに対応したインターネッ
ト口座振替受付サービスの提供
業務の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ＮＴＴデータ
東京都江東区豊洲３－３－３

9010601021385

　本件について、複数業者に履行可能かヒアリングを行ったところ、1
者のみから履行可能との回答を得た。
　公募を実施したところ、1者のみから履行証明書の提出があり、その
審査の結果、履行可能と認められるため、当該1者との随意契約とす
る。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

6,558,750 6,558,750 100.0%



災害情報共有システム（Ｌア
ラート）セキュリティ改良及び
運用・保守業務

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）ＮＴＴデータ
東京都江東区豊洲３－３－３

9010601021385

本件は、現在一般財団法人が運営するLアラートについて、運営主体を
総務省に変更するに当たり、政府情報システムとして十分なセキュリ
ティ対策を行うためのシステム整備、運営主体の変更後の円滑なシステ
ム運用保守業務を実施するものである。
本業務に当たっては、Lアラートが災害時に全国の自治体が発信する避
難指示等の情報を報道機関等に一斉配信するシステムであり、災害時の
地域住民への情報伝達に必要不可欠であることから、避難指示等の情報
配信に影響を及ばさないよう、本システムのシステム構成、データ内
容、処理形態等について十分熟知した上で実施するとともに、運営主体
の変更に伴う利用者・Lアラートと連携する外部システムへの影響が発
生しないような環境設定等を確実に実施できる者に請け負わせる必要が
ある。
また、Lアラートは1,000を超える多くの利用者を有しており、恒常的に
利用者からの問い合わせが発生している中で、特に運営主体変更直後は
運営主体変更に伴う問い合わせ対応が増加することが見込まれることか
ら、システム運用保守業務に加え、利用者からのシステムに関する問い
合わせ対応等を確実に実施できる者に請け負わせる必要がある。
以上から、現行システムの運用保守に携わっており、かつ令和５年度現
行システムの構築・旧システムからの移行業務の請負事業者である同社
と随意契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

386,052,142 386,052,142 100.0%

官報公告料の支出
東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２－３

6010405003434
官報公示を行っているものが、本件契約希望相手方１者のみであるた
め。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

9,431,000 9,431,000 100.0%

令和8年度における「行政苦情
110番」のナビダイヤル及び在宅
電話転送機能等の使用(継続)

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＮＴＴドコモビジネス（株）
東京都千代田区大手町２－３－１

7010001064648

本件は、行政相談専用の全国共通電話番号（行政苦情110番：0570-
090110）として利用しているナビダイヤルのサービス及び当該ナビダイ
ヤルのサービスの仕組みに追加した、行政相談センターが受け付けてい
る相談電話を在宅勤務専用のスマートフォン端末に転送する機能等を継
続して使用するものである。上記ナビダイヤルのサービスを利用した全
国共通電話番号を提供できる事業者は、エヌ・ティ・ティドコモビジネ
ス株式会社以外におらず、転送機能等の追加は、ナビダイヤルサービス
の提供事業者以外には実現し得ないことから、随意契約の相手方は「エ
ヌ・ティ・ティドコモビジネス株式会社」以外にいない。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

2,684,880 2,684,880 100.0%

令和8年度電波利用料の徴収等に
関する法律相談等の請負（奥・
片山・佐藤）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
奥・片山・佐藤法律事務所
東京都千代田区丸の内２－２－２

―

　電波利用料制度における徴収業務及び滞納処分業務は、その性格上専
門的な知識が要求されるものであり、国税通則法、国税徴収法等その他
の関係法令に精通している必要性があるため。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

2,622,840 2,622,840 100.0%

令和8年度電波利用料の徴収等に
関する法律相談等の請負（シ
ティユーワ）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（弁）シティユーワ法律事務所
東京都千代田区丸の内２－２－２

2010005024735

　電波利用料制度における徴収業務及び滞納処分業務は、その性格上専
門的な知識が要求されるものであり、国税通則法、国税徴収法等その他
の関係法令に精通している必要性があるため。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

2,622,840 2,622,840 100.0%

時事ゼネラルニュース提供の請
負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－８

7010001018703

　総務省政策評価広報課広報室では、当省における事務処理上必要な情
報を正確かつ迅速に入手するため、業界紙・出版社向けに経済ニュース
を配信する株式会社時事通信社と契約を結んでいる。
　本業務を実施するにあたり、情報を配信している通信社より直接入手
する以外に手段がなく、当該法人は情報を配信している唯一の者である
ことから会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため随意契約を希望する。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

7,959,600 7,959,600 100.0%

共同通信スクリーンニュース提
供の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（一社）共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

4010405008740

　総務省政策評価広報課広報室では、当省における事務処理上必要な情
報を正確かつ迅速に入手するため、中央・地方新聞社向けに一般ニュー
スを配信する一般社団法人共同通信社と契約を結んでいる。
　本業務を実施するにあたり、情報を配信している通信社より直接入手
する以外に手段がなく、当該法人は情報を配信している唯一の者である
ことから会計法第２９条の３第４項の契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため随意契約を希望する。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

10,900,428 10,900,428 100.0%



電磁的記録媒体等の外部保管運
用業務の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ＮＸワンビシアーカイブズ
東京都港区虎ノ門４－１－２８

4010401065760

　本件は、総務省内の業務情報を記録した電磁的記録媒体等の外部保管
運用業務であり、本作業で取り扱う業務情報の性質上、情報セキュリ
ティ及び温度・湿度管理を含めた保全環境の確保は必須条件となる。
　大規模な自然災害等による業務情報の破損を想定すると業務情報を一
カ所に集中して扱うことは常時大きなリスクを抱えていることになるこ
とから、本業務を受託する事業者は総務省から遠隔の地にあり、温度・
湿度等の保全環境を有する一次保管地、さらに同時被災する可能性の低
い場所に二次保管地を設置するとともに、自然災害をはじめとした事業
継続に対する潜在的な脅威への対策が必要となる。また、集配体制につ
いて、集配車両は温度変化等によるデータの破損を防止する空調設備や
GPS搭載等防犯装備を完備した車両であるとともに集配を行う者は自社
の社員とし、第三者への業務委託を行わずとも電磁的記録媒体等の外部
保管運用業務が遂行可能な体制を持つ業者でなければならない。
　よって、本件請負は、その目的及び性質から一般競争入札ではなく、
履行可能な者を公募し、審査の上選定する。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

2,512,169 2,512,169 100.0%

令和８年度広報誌の企画編集の
請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）角川アスキー総合研究所
東京都文京区西片１－１７－８

9010001067748

総務省の業務全般を広く国民に理解してもらうために作成する広報誌の
充実を図る観点から、冊子編集や文章執筆、図表、イラスト作成等につ
いて、専門機関の技術を導入することとし、また、総務省広報誌の企
画・編集業務を委託するものであるため、当省業務について必要な知識
を有し、企画力、デザイン力、編集体制が十分整備されていることが必
要である。
本件は、総務省広報誌の企画・編集業務の企画力等を求めるもので、価
格競争になじまないため、随意契約とする。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

10,947,200 10,947,200 100.0%

令和8年度総合金融情報提供業務
の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ブルームバーグＬ．Ｐ．
東京都千代田区丸の内２－４－１

8700150002453

国内外の金融市場動向や地方債の発行・流通市場の分析が必要であり、
これらの点に十分に対応可能である情報機器端末の導入が必要であるこ
とから、情報提供業務の請負者を公募した結果（令和8年1月28日～2月
18日）、1社（ブルームバーグＬ.Ｐ.）から応募があり、提出された履行
証明書を審査した結果、履行が可能と認められたため。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

3,535,560 3,535,560 100.0%

令和8年度コンビニエンスストア
及びスマートフォン決済アプリ
における電波利用料の納付受託
業務に係る収納代行業務の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
三菱ＵＦＪニコス（株）
東京都文京区本郷３－３３－５

8010001000016

　本件について、複数業者に履行可能かヒアリングを行ったところ、1
者のみから履行可能との回答を得た。
　公募を実施したところ、1者のみから履行証明書の提出があり、その
審査の結果、履行可能と認められるため、当該1者との随意契約とす
る。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

48,235,000 48,235,000 100.0%

令和８年度災害対策用小型移動
電源運搬車等の維持管理等の請
負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＫＤＤＩエンジニアリング（株）
東京都渋谷区代々木３－２２－７

3011101038999

本件請負は、維持管理の対象となる移動電源運搬車等について過去に業
務を実施し、その仕様及び保守方法を熟知する唯一の者であり、また、
全国各地で発生しうる災害に対応するために必要な体制が構築できてい
るため、その者と随意契約を行う。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

21,747,110 21,747,110 100.0%

令和８年度災害対策用移動電源
車（バッテリー型）の維持管理
等の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＫＤＤＩエンジニアリング（株）
東京都渋谷区代々木３－２２－７

3011101038999

本件請負は、維持管理の対象となる災害対策用移動電源車について過去
に業務を実施し、その仕様及び保守方法を熟知する唯一の者であり、ま
た、全国各地で発生しうる災害に対応するために必要な体制が構築でき
ているため、その者と随意契約を行う。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

5,453,250 5,453,250 100.0%

省内電話設備に関する設定変更
等の請負（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＮＴＴドコモビジネス（株）
東京都千代田区大手町２－３－１

7010001064648
契約相手方のみが本件電話の役務を提供することが可能であるため
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

7,111,962 7,111,962 100.0%

苦情・相談受付システムの保守
及び運用における支援業務等の
請負（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
パシフィックシステム（株）
東京都中央区日本橋室町４－５－１

4030001034271

　本件請負については、保守・運用作業の際、稼働している苦情･相談受
付システムに影響を与えた場合、総務省電気通信消費者相談センター及
び地方総合通信局等における苦情・相談対応業務に支障を来すこととな
る。
　このため、当該システムのシステム全体の構成・内容や運用サービス
レベルについて熟知していることが必要であり、公募により、請負契約
の履行にかかる要件を満たした者と契約した。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

7,700,000 7,700,000 100.0%



総合無線局監理システム　収納
情報連絡用オンライン通信回線
の借入れ（2026年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）ＮＴＴＰＣコミュニケーション
ズ
東京都港区西新橋２－１４－１

4010401005007

本件について、複数業者に履行可能かヒアリングを行ったところ、1者
のみから履行可能との回答を得た。
　公募を実施したところ、1者のみから履行証明書の提出があり、その
審査の結果、履行可能と認められるため、当該1者との随意契約とす
る。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

1,078,000 1,078,000 100.0%

令和８年度総務省人事システム
の運用・保守等業務の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
（株）カオナビ
東京都渋谷区渋谷２－２４－１２

6011201014757

本件について、複数事業者に履行可能かヒアリングを行ったところ、１
者のみから履行可能との回答があった。
その上で、透明性、競争性を確保するため履行可能な事業者を公募した
ところ、履行証明書の審査の結果、履行可能な事業者は１者のみと認め
られたため、当該者との随意契約とするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

16,352,160 16,352,160 100.0%

令和８年度総合無線局監理シス
テムと連携した電波利用料徴収
業務支援用電話応答装置におけ
るシステム運用及び納付案内オ
ペレータ業務の請負

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＮＥＣソリューションイノベータ
（株）
東京都江東区新木場１－１８－７

7010601022674

本件は、透明性、競争性を確保するため履行可能な調達参加希望者を公
募した結果、1者のみから履行証明書の提出があり、その審査の結果、
履行可能と認められるため、当該1者との随意契約とする。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

32,598,520 32,598,520 100.0%

テレワーク時の外線通話手段
（Age phone）追加ID継続利用
について（令和８年度）

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
ＮＴＴドコモビジネス（株）
東京都千代田区大手町２－３－１

7010001064648
契約相手方のみが本件電話に係る役務を提供することが可能であるため
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

7,365,600 7,365,600 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
インターステラテクノロジズ（株）
北海道広尾郡大樹町字芽武６９０－４

5010401080445

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

22,997,000 22,997,000 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
マイクロウェーブファクトリー（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜３－１８
－３

4012301003131

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

55,901,586 55,901,586 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

6,500,000 6,500,000 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）岩手大学
岩手県盛岡市上田３－１８－８

6400005002202

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

31,200,000 31,200,000 100.0%



令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）新潟大学
新潟県新潟市西区五十嵐二の町８０５
０

3110005001789

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

19,500,000 19,500,000 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）東京科学大学
東京都目黒区大岡山２－１２－１

9013205001282

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

163,800,773 163,800,773 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）奈良先端科学技術大学院大学
奈良県生駒市高山町８９１６－５

8150005002309

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

48,100,000 48,100,000 100.0%

令和８年度「電波資源拡大のた
めの研究開発」のうち「低軌道
衛星と地上端末直接通信におけ
る周波数共用を可能とするナ
ローマルチビーム形成技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）大阪大学
大阪府吹田市山田丘１－１

4120905002554

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

52,000,000 52,000,000 100.0%

光回線を代替する高ミリ波帯固
定無線通信に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
キーコム（株）
東京都豊島区南大塚３－４０－２

7013301019486

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

150,849,036 150,849,036 100.0%

光回線を代替する高ミリ波帯固
定無線通信に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）東京科学大学
東京都目黒区大岡山２－１２－１

9013205001282

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

208,400,175 208,400,175 100.0%

光回線を代替する高ミリ波帯固
定無線通信に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人防災科学技術研究所
茨城県つくば市天王台３－１

3050005005210

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

44,941,000 44,941,000 100.0%



光回線を代替する高ミリ波帯固
定無線通信に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）東京大学
東京都文京区本郷７－３－１

5010005007398

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

15,782,000 15,782,000 100.0%

IPマルチキャスト放送の無線伝
送に向けた周波数有効利用技術
の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
東京都港区芝浦３－９－１４

6010001135680

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

243,733,198 243,733,198 100.0%

IPマルチキャスト放送の無線伝
送に向けた周波数有効利用技術
の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）早稲田大学
東京都新宿区戸塚町１－１０４

5011105000953

　電波資源拡大のための研究開発では、技術課題を記載した基本計画書
を示して広く提案を公募し、外部専門家及び外部有識者で構成される
「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」（以下「評価会」
という。）において最も優れた評価を得た提案を行った者を契約の相手
方とすることとしている。
　本件は、令和８年３月に開催された評価会において、研究開発の実施
計画、実施体制等の観点から評価を受けた結果、当該機関に委託するこ
とが適当であるとの評価を得たことから、契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

26,266,801 26,266,801 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）ＫＤＤＩ総合研究所
埼玉県ふじみ野市大原２－１－１５

5030001055903

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

103,499,872 103,499,872 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３８－１３

7011201001655

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

120,996,900 120,996,900 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

734,795,662 734,795,662 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）電気通信大学
東京都調布市調布ヶ丘１－５－１

5012405001286

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

32,054,566 32,054,566 100.0%



ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）信州大学
長野県松本市旭３－１－１

3100005006723

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

29,055,000 29,055,000 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
シャープ（株）
大阪府堺市堺区匠町１

6120001005484

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

240,699,999 240,699,999 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）京都大学
京都府京都市左京区吉田本町３６－１

3130005005532

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

330,499,999 330,499,999 100.0%

ミリ波帯等における移動通信シ
ステムの展開に関する研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）東京科学大学
東京都目黒区大岡山２－１２－１

9013205001282

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される「電
波利用料による研究開発等の評価に関する会合」における評価に基づ
き、国が委託すべき対象として選定した研究開発実施機関と随意契約を
行うものである。なお本研究開発は、４年計画の２年目に当たるもので
あり、令和８年３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び
外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を
継続することが適当との判断であったため、当該機関と契約を行うもの
である。
会計法第２９条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

8,398,000 8,398,000 100.0%

南極地域観測事業における電離
層観測

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492
本件は閣議決定による国家プロジェクトであり、当該閣議決定に基づく
計画によりその実施者が明示されているものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

32,905,000 32,905,000 100.0%

標準電波による無線局への高精
度周波数の提供

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492
　本件は、法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
である。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

870,000,000 870,000,000 100.0%

高周波パルス電磁界による生体
作用に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
東京都（大）
東京都新宿区西新宿２－３－１

6011105002701

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の５年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

32,500,000 32,500,000 100.0%

高周波パルス電磁界による生体
作用に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）杏林学園　杏林大学
東京都三鷹市新川６－２０－２

―

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の５年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

19,500,000 19,500,000 100.0%



複合電波ばく露のヒト皮膚感覚
に及ぼす影響評価

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）名古屋工業大学
名古屋市昭和区御器所町字木市２９

2180005006072

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の４年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

23,801,700 23,801,700 100.0%

複合電波ばく露のヒト皮膚感覚
に及ぼす影響評価

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）久留米大学
福岡県久留米市旭町６７

1290005009643

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の４年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

28,204,800 28,204,800 100.0%

複合電波ばく露のヒト皮膚感覚
に及ぼす影響評価

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）佐賀大学
佐賀県佐賀市本庄町１

1300005002712

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の４年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

16,003,000 16,003,000 100.0%

ミリ波・テラヘルツ波による眼
部及び皮膚の障害閾値の究明

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）金沢医科大学
石川県河北郡内灘町字大学１－１

1220005006886

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の４年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

21,679,800 21,679,800 100.0%

ミリ波・テラヘルツ波による眼
部及び皮膚の障害閾値の究明

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
東京都（大）
東京都新宿区西新宿２－３－１

6011105002701

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の４年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

18,096,000 18,096,000 100.0%

ミリ波・テラヘルツ波による眼
部及び皮膚の障害閾値の究明

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）福井大学
福井県福井市文京３－９－１

4210005005077

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の４年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

5,200,000 5,200,000 100.0%

刺激作用に基づく許容電磁界強
度導出に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）名古屋工業大学
名古屋市昭和区御器所町字木市２９

2180005006072

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

34,970,000 34,970,000 100.0%



刺激作用に基づく許容電磁界強
度導出に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（一財）電力中央研究所
東京都千代田区大手町１－６－１

4010005018545

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

34,998,600 34,998,600 100.0%

電波ばく露に関する標準的な研
究手法の確立及び中間周波電磁
界の神経毒性に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）明治薬科大学
東京都清瀬市野塩２ー５２２－１

3012705000097

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

19,202,300 19,202,300 100.0%

電波ばく露に関する標準的な研
究手法の確立及び中間周波電磁
界の神経毒性に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
東京都（大）
東京都新宿区西新宿２－３－１

6011105002701

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

26,001,300 26,001,300 100.0%

電波ばく露に関する標準的な研
究手法の確立及び中間周波電磁
界の神経毒性に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（公財）鉄道総合技術研究所
東京都国分寺市光町２－８－３８

3012405002559

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

16,696,890 16,696,890 100.0%

青少年への電波の影響に関する
疫学研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）北海道大学
北海道札幌市北区北八条西５

6430005004014

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

79,998,810 79,998,810 100.0%

電波ばく露レベルモニタリング
データの取得・蓄積・活用

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

259,530,700 259,530,700 100.0%

電波ばく露レベルモニタリング
データの取得・蓄積・活用

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）静岡社会健康医学大学院大学
静岡県静岡市葵区北安東４－２７－２

8080005007356

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は５か年計画の３年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

24,560,900 24,560,900 100.0%



Beyond 5G に向けた電波の温熱
生理反応等に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）北海道大学
北海道札幌市北区北八条西５

6430005004014

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の２年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

24,001,900 24,001,900 100.0%

Beyond 5G に向けた電波の温熱
生理反応等に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）久留米大学
福岡県久留米市旭町６７

1290005009643

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の２年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

28,005,900 28,005,900 100.0%

Beyond 5G に向けた電波の温熱
生理反応等に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）愛知学院愛知学院大学
愛知県日進市岩崎町阿良池１２

―

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の２年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

14,500,200 14,500,200 100.0%

Beyond 5G に向けた電波の温熱
生理反応等に関する研究

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）電気通信大学
東京都調布市調布ヶ丘１－５－１

5012405001286

　本件は広く公募を行い、外部有識者から構成される評価会における評
価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究実施機関と随意契
約を行うものである。
　なお、本研究は４か年計画の２年目に当たるものであり、令和８年２
月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実施
状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を継続することが適
当との判断であったため、継続契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

14,510,600 14,510,600 100.0%

電波伝搬の観測・分析等の推進
東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492
　本件は、法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
である。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

1,493,000,000 1,493,000,000 100.0%

次期静止気象衛星（ひまわり10
号）に搭載する宇宙環境計測装
置の開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492
　本件は、法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
である。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

398,513,830 398,513,830 100.0%

量子インターネット実現に向け
た要素技術の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

495,729,999 495,729,999 100.0%

量子インターネット実現に向け
た要素技術の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）横浜国立大学
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台７９
－１

6020005004971

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

170,000,000 170,000,000 100.0%

量子インターネット実現に向け
た要素技術の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）大阪大学
大阪府吹田市山田丘１－１

4120905002554

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

159,999,999 159,999,999 100.0%

量子インターネット実現に向け
た要素技術の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
ＮＴＴ（株）
東京都千代田区大手町１－５－１

7010001065142

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

150,000,000 150,000,000 100.0%



量子インターネット実現に向け
た要素技術の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）東北大学
宮城県仙台市青葉区片平２－１－１

7370005002147

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

110,000,000 110,000,000 100.0%

量子インターネット実現に向け
た要素技術の研究開発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）学習院
東京都豊島区目白１－５－１

8013305000409

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

110,000,000 110,000,000 100.0%

令和８年度「量子暗号通信網の
早期社会実装に向けた研究開
発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

2010401044997

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

637,463,574 637,463,574 100.0%

令和８年度「量子暗号通信網の
早期社会実装に向けた研究開
発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

7010401022916

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

441,549,406 441,549,406 100.0%

令和８年度「量子暗号通信網の
早期社会実装に向けた研究開
発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町１１２６－１

2080401004193

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

59,668,979 59,668,979 100.0%

令和８年度「量子暗号通信網の
早期社会実装に向けた研究開
発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）東京大学
東京都文京区本郷７－３－１

5010005007398

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

99,447 99,447 100.0%

令和８年度「量子暗号通信網の
早期社会実装に向けた研究開
発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）学習院
東京都豊島区目白１－５－１

8013305000409

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

32,532,108 32,532,108 100.0%

令和８年度「量子暗号通信網の
早期社会実装に向けた研究開
発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
国立研究開発法人情報通信研究機構
東京都小金井市貫井北町４－２－１

7012405000492

本件は、広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
委員会における評価に基づき、国が委託すべき研究開発実施機関として
選定したものである。今回の実施についても、令和８年３月に開催した
評価会において、当該実施機関で実施すべきとの評価結果が得られたこ
とから、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

510,655,486 510,655,486 100.0%

令和８年度「Ambient IoTシステ
ム高度化のための周波数有効利
用技術に関する研究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
パナソニック ホールディングス（株）
大阪府門真市大字門真１００６

5120001158218

　本課題は、令和７年度から令和９年度までの３年間の研究開発であ
る。本課題については、外部専門家等の意見を踏まえて基本計画書を作
成し、これに基づく研究開発実施機関等からの提案書について、有効
性・効率性、研究計画、実施体制、費用対効果といった観点から、提案
内容について外部専門家及び外部有識者で構成される「電波利用料によ
る研究開発等の評価に関する会合」により令和７年度に採択評価を実施
し、その結果、当該機関に研究開発を委託することが適当であるという
評価結果が得られたことから、総務省として契約を行うものである。
　なお、本研究開発は３年計画の初年度に当たるものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

69,983,160 69,983,160 100.0%



令和８年度「Ambient IoTシステ
ム高度化のための周波数有効利
用技術に関する研究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）デンソーウェーブ
愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池
１

8180001100311

　本課題は、令和７年度から令和９年度までの３年間の研究開発であ
る。本課題については、外部専門家等の意見を踏まえて基本計画書を作
成し、これに基づく研究開発実施機関等からの提案書について、有効
性・効率性、研究計画、実施体制、費用対効果といった観点から、提案
内容について外部専門家及び外部有識者で構成される「電波利用料によ
る研究開発等の評価に関する会合」により令和７年度に採択評価を実施
し、その結果、当該機関に研究開発を委託することが適当であるという
評価結果が得られたことから、総務省として契約を行うものである。
　なお、本研究開発は３年計画の初年度に当たるものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

99,826,948 99,826,948 100.0%

令和８年度「Ambient IoTシステ
ム高度化のための周波数有効利
用技術に関する研究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（学）慶應義塾
東京都港区三田２－１５－４５

―

　本課題は、令和７年度から令和９年度までの３年間の研究開発であ
る。本課題については、外部専門家等の意見を踏まえて基本計画書を作
成し、これに基づく研究開発実施機関等からの提案書について、有効
性・効率性、研究計画、実施体制、費用対効果といった観点から、提案
内容について外部専門家及び外部有識者で構成される「電波利用料によ
る研究開発等の評価に関する会合」により令和７年度に採択評価を実施
し、その結果、当該機関に研究開発を委託することが適当であるという
評価結果が得られたことから、総務省として契約を行うものである。
　なお、本研究開発は３年計画の初年度に当たるものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

89,952,707 89,952,707 100.0%

令和８年度「Ambient IoTシステ
ム高度化のための周波数有効利
用技術に関する研究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
ＲＡＭＸＥＥＤ（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜３－９－
１

9020001135553

　本課題は、令和７年度から令和９年度までの３年間の研究開発であ
る。本課題については、外部専門家等の意見を踏まえて基本計画書を作
成し、これに基づく研究開発実施機関等からの提案書について、有効
性・効率性、研究計画、実施体制、費用対効果といった観点から、提案
内容について外部専門家及び外部有識者で構成される「電波利用料によ
る研究開発等の評価に関する会合」により令和７年度に採択評価を実施
し、その結果、当該機関に研究開発を委託することが適当であるという
評価結果が得られたことから、総務省として契約を行うものである。
　なお、本研究開発は３年計画の初年度に当たるものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

119,995,700 119,995,700 100.0%

「電波資源拡大のための研究開
発」のうち「近接化・稠密化す
るモバイル通信機器間における
不要電波の解析・抑制技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）国際電気通信基礎技術研究所
京都府相楽郡精華町光台２－２－２

3130001036705

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
会における評価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究開発
実施機関と随意契約を行うものである。
　なお本研究開発は４カ年計画の３年目に当たるものであり、令和８年
３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実
施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を実施することが
適当との判断であったため、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

210,000,001 210,000,001 100.0%

「電波資源拡大のための研究開
発」のうち「近接化・稠密化す
るモバイル通信機器間における
不要電波の解析・抑制技術の研
究開発」

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
積水化学工業（株）
大阪府大阪市北区西天満２－４－４

1120001059650

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
会における評価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究開発
実施機関と随意契約を行うものである。
　なお本研究開発は４カ年計画の３年目に当たるものであり、令和８年
３月に開催された当該評価会において、外部有識者及び外部専門家が実
施状況等の評価を行った結果、実施計画のとおり研究を実施することが
適当との判断であったため、当該機関と契約を行うものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

189,999,999 189,999,999 100.0%



持続可能な行政サービスの提供
に向けた広域連携モデル構築事
業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.30
北海道
札幌市中央区北三条西６－１

7000020010006

　人口構造の変化により、人材不足などの資源制約の更なる深刻化が予
想される一方、行政需要は高度化・多様化しており、市町村単独では実
施が困難な事務が生じることも想定される。特に、小規模市町村を中心
に、専門人材の確保が困難となるなど、事務の執行に課題が生じること
が想定される中、持続可能な形で行政サービスを提供していくために
は、都道府県等が市町村事務の補完・支援の役割を一層きめ細かに果た
していくことが求められる。
　こうした中、関係省庁の協力のもと、個別の行政分野ごとに、都道府
県等との連携による市町村事務の共同実施モデルを構築し、全国に横展
開を図ることで、持続可能な行政体制の構築につなげることを目的に、
国の委託事業として実施するものである。
　本事業においては、広域連携による市町村事務の共同実施モデル事業
の全国展開を図れるような取組について委託を行う必要があることか
ら、単純に価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、提
案内容や実施体制等も総合的に判断して委託先を選定する必要があるた
め、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、国が委託すべきものとして選定した提案事業
について、提案を行った地方公共団体と随意契約を行おうとしているも
のである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

16,659,000 16,659,000 100.0%

持続可能な行政サービスの提供
に向けた広域連携モデル構築事
業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.28
富山県
富山市新総曲輪１－７

7000020160008

　人口構造の変化により、人材不足などの資源制約の更なる深刻化が予
想される一方、行政需要は高度化・多様化しており、市町村単独では実
施が困難な事務が生じることも想定される。特に、小規模市町村を中心
に、専門人材の確保が困難となるなど、事務の執行に課題が生じること
が想定される中、持続可能な形で行政サービスを提供していくために
は、都道府県等が市町村事務の補完・支援の役割を一層きめ細かに果た
していくことが求められる。
　こうした中、関係省庁の協力のもと、個別の行政分野ごとに、都道府
県等との連携による市町村事務の共同実施モデルを構築し、全国に横展
開を図ることで、持続可能な行政体制の構築につなげることを目的に、
国の委託事業として実施するものである。
　本事業においては、広域連携による市町村事務の共同実施モデル事業
の全国展開を図れるような取組について委託を行う必要があることか
ら、単純に価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、提
案内容や実施体制等も総合的に判断して委託先を選定する必要があるた
め、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、国が委託すべきものとして選定した提案事業
について、提案を行った地方公共団体と随意契約を行おうとしているも
のである。
会計法第29条の３第４項・予決令第１０２条の４第３号

3,400,000 3,400,000 100.0%

公共ブロードバンド移動通信シ
ステムの高度化に関する研究開
発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（株）国際電気
東京都港区西新橋２－１５－１２

2010001098064

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
会における評価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究開発
実施機関と随意契約を行うものである。なお本研究開発は、３年計画の
２年目に当たるものであり、令和８年３月に開催された当該評価会にお
いて、外部有識者及び外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実
施計画のとおり研究を継続することが適当との判断であったため、当該
機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

599,999,999 599,999,999 100.0%

公共ブロードバンド移動通信シ
ステムの高度化に関する研究開
発

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.7
（大）京都大学
京都府京都市左京区吉田本町３６－１

3130005005532

　本件は広く公募を行い、外部専門家及び外部有識者で構成される評価
会における評価に基づき、国が委託すべき対象として選定した研究開発
実施機関と随意契約を行うものである。なお本研究開発は、３年計画の
２年目に当たるものであり、令和８年３月に開催された当該評価会にお
いて、外部有識者及び外部専門家が実施状況等の評価を行った結果、実
施計画のとおり研究を継続することが適当との判断であったため、当該
機関と契約を行うものである。
会計法第29条の3第4項・予決令第102条の4第3号

149,999,980 149,999,980 100.0%



令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
岡崎市
愛知県岡崎市十王町２－９

3000020232025

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

71,094,100 71,094,100 100.0%

令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
東広島市
広島県東広島市西条栄町８－２９

2000020342122

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

25,498,000 25,498,000 100.0%

令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
佐久市
長野県佐久市中込３０５６

2000020202177

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

35,396,900 35,396,900 100.0%

令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
小諸市
長野県小諸市相生町３－３－３

9000020202088

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

12,028,500 12,028,500 100.0%

令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
高森町
熊本県阿蘇郡高森町大字高森２１６８

3000020434281

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,421,900 5,421,900 100.0%

令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
松川町
長野県下伊那郡松川町元大島３８２３

6000020204021

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,421,900 5,421,900 100.0%



令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
米子市
鳥取県米子市加茂町１－１

8000020312029

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

8,780,280 8,780,280 100.0%

令和７年度自治体フロントヤー
ド改革モデルプロジェクト

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
境港市
鳥取県境港市上道町３０００

8000020312045

　本件は、地方公共団体において、総合的なフロントヤード改革をさら
に進めるため、オンライン手続の徹底による改革効果の向上を目指すモ
デルや、複数の自治体が同一の事務を共同でアウトソーシングを行うモ
デルを構築するとともに、その横展開を図ることを目的として実施する
ものである。
　他の自治体にも展開していくことを念頭に委託事業の委託先を選定す
る必要があることから、単純に価格競争のみで委託先を選定できるよう
なものではなく、提案内容や事業計画、実施体制等も総合的に判断して
委託先を選定する必要があるため、随意契約でなければならない。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

1,680,180 1,680,180 100.0%

令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
一戸町
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢２
４番地９

3000020035246

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%

令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
名取市
宮城県名取市増田字柳田８０

8000020042072

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%



令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
大野市
福井県大野市天神町１－１

6000020182052

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%

令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
下北山村
奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内１０
０２

5000020294501

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%

令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
明日香村
奈良県高市郡明日香村大字橘２１

6000020294021

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

4,990,000 4,990,000 100.0%

令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
美波町
徳島県海部郡美波町奥河内字本村１８
－１

9000020363871

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%



令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
南九州市
鹿児島県南九州市知覧町郡６２０４

3000020462233

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%

令和７年度補正 ふるさとミライ
カレッジモデル実証事業

東　政幸
総務省大臣官房会計課企画官
東京都千代田区霞が関２-１-２

R8.4.1
喜界町
鹿児島県大島郡喜界町大字湾１７４６

5000020465291

　本件は、大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト
である「ふるさとミライカレッジ」を推進するため、大学等高等教育機
関と地域が連携し、学生のフィールドワーク等を受け入れ、大学生等の
若者の視点を取り入れたモデル事例となり得る地域づくりプロジェクト
を地方公共団体に委託し、その成果物を国に提出し、国は当該成果に係
る情報を広く提供することで、各地域において継続的な取組を目指すも
のである。
　本件は、各地域の地域特性を踏まえた調査を行う必要があり、単純に
価格競争のみで委託先を選定できるようなものではなく、創意工夫を活
かした課題解決の提案内容や事業計画、実施体制も総合的に判断して委
託先を選定する必要があることから、随意契約でなければならない。
　提案内容等については、外部有識者による評価に基づき、国が委託す
べきものとして選定した提案事業について、提案を行った地方公共団体
と随意契約を行なおうとするものである。
会計法第29条の３第４項・予決令第102条の４第３号

5,000,000 5,000,000 100.0%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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